
【問合せ先】 ※まちづくりニュースに関するご意見は、下記までお問い合わせ下さい。

さいたま市 都市局 まちづくり推進部 与野まちづくり事務所 管理係
住所：〒３３８-８６８６ さいたま市中央区下落合５-７-１０ (中央区役所4階)
電話：０４８-８４０-６１５３ ファックス：０４８-８４０-６１５５
メールアドレス：yono-mach idukur i@city .saitama. lg. jp

芸術劇場と地域が連携したまちづくり分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト４］

◇与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会とは

・平成２７年１１月、与野本町駅周辺の将来像を示す「与野本町駅周辺地区

まちづくりマスタープラン」がさいたま市により策定されました。

・このプランで位置付けられた６つのリーディングプロジェクト（ＬＰ）を

実現していくため､私たちは平成２８年１１月に「与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会」を設

立し、地域住民が主体となり、行政と協働しながら本格的なまちづくりの活動をしています。

※本協議会は行政と協働しながら地域主体のまちづくりに取り組んでおり、個人の要望や要求をする場ではありません。

◇ 与野本町駅周辺地区のまちづくりに一緒に取り組みませんか

・協議会では、まちづくりの具体的な取組内容や実施に関する検討をしています。中央区内にお住まい

の方やお勤めの方で、協議会の目的にご賛同、ご協力いただける方の入会をお待ちしています！！

・これまでの活動や取組について、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

まちづくりに一緒に取り組みませんか？

与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会のページ（市ホームページ内）

http://www.city.saitama.jp/001/010/015/006/p051202.html

与野本町 まちづくり推進協議会
こちらのQRコードからも
ご覧いただけます

令和３年度及び令和４年度における分科会の活動内容について協議しました。今年度、目

標に掲げている「令和３年度アートフェスティバルよのだもんね！」の実施等について意見

交換を行いました。

芸術劇場の活動を知る機会（「アートフェスティバルよのだもんね！」の実施等）を充実

させ、芸術劇場と地域、地元の学校と連携したイベントを展開させます。

「芸術劇場と地域が連携したまちづくり」の実現に向けて、芸術劇場と地域とのつながり

の強化、地区外から人々を呼び込むことができるような具体的な連携施策等について、引き

続き協議していきます。

【令和３年度アートフェスティバルよのだもんね！の実施について 】

●

●

●

第１回、第２回分科会を開催しました！

令和元年度や令和2年度を参考に、準備工程やイベント内容における課

題を検討し、令和３年度実施に向けて協議します。

※令和元年度は台風１９号の影響により中止

令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の状況から中止

地域や地元の学校と連携し、さいたま市にゆかりのあるアーティスト

を迎えて実施します。

区共催の美術展・音楽コンサートを同日開催します。

発行元 与野本町駅周辺地区まちづくり推進協議会

まちづくりニュース
与野本町駅周辺地区

第１３号

【発行月：令和４年１月】

＜中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会＞

第１回分科会を開催しました！

中央区役所周辺の公共施設再編方針（案）について情報提供いただきました！

＜歴史を伝える本町通りのまちづくり分科会＞

第１回分科会を開催しました！

本町通り沿道組織の設立に向けた取組状況を共有しました！

＜芸術劇場と地域が連携したまちづくり分科会＞

第１回、第２回分科会を開催しました！

＜ご案内＞

みなさんもまちづくりに参加しませんか？

第１３号のトピックス

中面

表面

裏面

裏面

中面

中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト１］

第１回分科会を開催しました！

分科会を開催し、（１）与野中央公園整備について、（２）複合スポーツ施設について、
（３）一体型調節池について市の関連部署と意見交換を行いました。与野中央公園整備につ
いては、付け替え道路の整備に着手していくことを確認しました。複合スポーツ施設につい
ては、公園との一体感の形成や地域住民への影響について更なる検討を求め、引き続き協議
を行うことを確認しました。一体型調節池については、鴻沼川の氾濫被害軽減の機能と公園
の雨水流出抑制機能を兼ね備えており、現在、市と県が早期整備に向けて協議を行っている
ことを確認しました。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

【イメージ図】



中央区役所周辺をはじめとした３拠点の強化分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト１］

歴史を伝える本町通りのまちづくり分科会
［与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン リーディングプロジェクト３］

９月に分科会を開催し、複合化の組合せや施設配置の考え方等について意見交換を行いました。その
後、市より、これまでの検討内容などを取りまとめた中央区役所周辺の公共施設再編方針（案）につい
て情報提供があり、現在、策定に向けて、パブリック・コメントが実施されています。再編方針（案）
の内容については下記の市のホームページからご確認いただけます。

■再編対象公共施設

パブリック・コメントについて、市ホームページ内にて公開中

https://www.city.saitama.jp/006/002/008/002/p083011.html 

① 中心拠点にふさわしいまちづくり【拠点性／防災性】 ② 利便性・快適性の向上【利便性／快適性】

 地域資源を活用した交流の場の創出【持続性／固有性】 ④ 財政負担の縮減【経済性／収益性】

多世代助け合いの
促進

子どもや子育て世代、高
齢者にそれぞれ必要な生
活支援サービスを提供し、
世代間相互の交流や支え
合いを育む

地域住民が身近に憩える
環境を提供し、日常の暮ら
しにおける地域の交流(家
族のようなつながり)を育む

地域住民の交流や
コミュニティ活動の充実

地域の誇りや愛着を
持てる場所の創出

公共サービスの提供の核と
なる区の拠点づくり、地域
に親しまれる新たな顔づくり
を図る

文化の発信や
活動の場の創出による
にぎわいの創出

新たな文化の創出、文化
の発信や活動の場の創出
による地域のにぎわいや活
力を生み出す

中央区役所周辺の現状・課題等を踏まえ、中央区役所周辺の公共施設再編に係る基本方針を定めます。

⑤ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

■基本方針

■空間づくりの考え方
事業区域が魅力的な空間として多くの市民に親しまれ活用される場所となるために、市民、事業者、行政と

いった様々な立場の人々が以下の空間づくりの考え方を共有し、施設整備や維持管理・運営等に関わることが
必要と考えられるため、事業区域における空間づくりの考え方を整理します。

■施設配置のイメージ（案）

平成２８年度に立ち上げたＬＰ３分科会の取組の振り返りや今後の

分科会で取り組んでいく内容について、意見交換を行いました。

アートによる本町通りのより良い空間形成のため、本町通り沿道の

シャッターや外壁等にスポンサーを集めて、プロのアーティストや学

生に絵（アート作品）を描いてもらうという取組みの提案がありまし

た。今後、実現に向けて、具体的な検討を進めていきます。

第１回分科会を開催しました！

本町通り沿道組織の設立に向けた取組状況について共有しました！

市から、本町通りの沿道住民における組織の設立に向けた取組状況等について、情報提供がありまし

た。これまでの取組として沿道住民へのアンケート調査やワークショップの結果、今後の組織化のスケ

ジュール等について説明を受けました。それを受けて、今後設立される沿道組織と協議会との連携につ

いて、意見交換を行いました。

H28年度

H29年度

・LP３分科会の設立
・沿道住民を対象にアンケートを実施

・LP３分科会内で本町通りで今後取り組む内容を
検討するワークショップを実施

・今後３年間で取り組む施策の整理

・まちづくり先進地区の現地視察
（中仙道蕨宿・岩槻市宿通）

・市が本町通り交通社会実験を実施
・前庭空間活用の取組実施

・まち歩きマップの作成

H30年度

R元年度

R２年度

３
年
間
の
施
策
実
施

現地視察の様子
（写真は中仙道蕨宿）

社会実験実施中
の様子

昨年度、ＬＰ３分科会において、「まちの歴史の状況

発信」の一環として、本町通りの歴史や沿道店舗を掲載

した、まち歩きマップ「本町通りまちぶらり」を作成し

ました。

中央区の各公共施設への配置および、ご協力頂いた店

舗、与野本町駅などに配置しましたので、ぜひご覧くだ

さい。

【沿道組織化に向けたスケジュール】

・Ｒ３．８ 沿道住民アンケート調査

・Ｒ３．１１ 本町通り街並みづくりワークショップ

・Ｒ４．２頃 沿道組織の会員募集（予定）

・Ｒ４．３頃 沿道組織設立（予定）

中央区役所周辺の公共施設再編方針（案）について情報提供いただきました！

パブリック・コメントの実施概要

■意見募集期限 ： 令和４年１月２６日（水）
■資料の公表場所 ： ◇まちづくり総務課窓口、資産経営課窓口

◇各区役所情報公開コーナー ◇さいたま市ホームページ など
■意見提出方法 ： ◇郵便・持参・ファックス

◇その他：ホームページ内「ご意見入力フォーム」

中央区役所周辺の公共施設再編方針（案）の概要

こ れ ま で の 取 組


